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東北地方の外来生物

　北アメリカ～南アメリカ原産。ミドリガメと
して販売され飼育されたものが捨てられて野生
化しています。在来のカメ類や水生植物、魚類、
両生類、甲殻類等に、捕食や競合を通じて大き
な影響を及ぼしていると想定されています。

　カムチャッカ半島から北米の太平洋岸原産。
養殖や管理釣り場で利用され、釣りを目的とし
て各地の水域に導入されています。

　北アメリカ原産。食用のウシガエルの餌とし
て導入されたものが野生化したといわれていま
す。希少な水草や水生昆虫への影響が懸念され
ていますが、既に定着している地域が多く、ま
た、ペットとしての飼養も多いため、対策が難
しいと考えられています。

　北アメリカ原産。ニセアカシアとも呼ばれま
す。砂防林や薪炭材、良質の蜜源植物として導
入され、広く利用されてきたものが野生化して
います。各地の河川や海岸などで繁茂し、希少
植物を含む在来植物と競合するおそれがありま
す。

アカミミガメ ニジマス

アメリカザリガニ ハリエンジュ

●東北地方の
　その他外来種

　特定外来生物および要注意外来生物以外の多くの外来種が東北地方に生
息・生育しています。代表的な2種類を紹介します。

　中国・東南アジア原産。戦
時中に毛皮用として持ち込ま
れたとの記録があります。ま
た、江戸時代にも持ち込まれ
たとの記録があります。

ハクビシン

　外来生物法では、特定外来生物の飼養等をす
ることは原則として禁止されていますが、学術
研究、展示、教育、生業の維持等の目的で事前
に申請の上、許可を受けた場合、飼養等ができ
ます。

　セイヨウオオマルハナバチはヨーロッパ原産
の特定外来生物です。作物の受粉用として、決
められた野外逸出防止対策をとった施設で適切
な管理の下、飼養されています。現在のところ
東北地方では野生化が確認されていません。

　ヨーロッパ原産。淡水魚
や水生植物とともに持ち込
まれたと考えられています。

サカマキガイ

●東北地方の
　国内移入種

　もともと国内に生息・生育している種であっても、本来の生息地や生育
地でないところに移入された種を国内移入種といいます。代表的な2種類
を紹介します。

　関東以西原産。コイやフナ
類の種苗に混入して入ってき
たとされています。近縁の在
来種シナイモツゴと交雑する
問題が生じています。

モツゴ
　琵琶湖原産。ヘラブナと
も呼ばれ、釣りを目的とし
て各地の水域に導入されて
います。

ゲンゴロウブナ

●遺伝子撹乱を及ぼす
　恐れのある種

　同じ東北地方に生息・生育している種であっても、離れた地域等
から遺伝的に異なる個体が導入された場合、交雑による遺伝子攪乱
が生じて、もともといた種の遺伝的特徴が失われるおそれがありま
す。代表的な2種類を紹介します。

　日本全国に分布し、もとも
と東北地方にも生息していま
す。地域によって、尻ビレの
スジの数等が異なるといった
違いが知られています。

メダカ
　本州、四国、九州に分布し、
もともと東北地方にも生息して
います。関東の個体と関西の個
体では、発光間隔が異なると
いった違いが知られています。

ゲンジボタル

　外来生物法に基づく規制が課されるものではありま
せんが、これらの外来生物が生態系に悪影響を及ぼす
可能性があることから、適切な取扱いが必要とされる
ものです。平成22(2010)年9月現在、環境省により148
種類が選定されています。代表的な4種類を紹介します。

●東北地方の
　要注意外来生物

適切な管理による特定外来生物の利用の事例
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